
【家庭版】台風の接近等に伴う基本的な対応について（登校後） 

◆ 登校後における判断基準の基本 

※ 保護者引き取りをお願いする場合があります。その際には、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 下校時刻までは、可能な限り通常の教育活動を実施します。 
○ 下校時刻になっても暴風警報・特別警報・危険警報が解除されない場合は、学校待機及び保護者
引き取りを行います。 

○ 学校はホームページと保護者連絡帳（アプリ）で対応について家庭に周知します。 

○ 特別警報が発表されている場合は、避難所が開設される可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 状況により下校時刻の繰り上げ等の措置をとることがあります。 
○ 学校はホームページと保護者連絡帳（アプリ）で対応について家庭に周知します。 

○ 下校は、教員による通学路の巡回などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食後に下校 

在校時に     「暴風特別警報」「暴風警報」 

「レベル５（河川氾濫・大雨・土砂災害）特別警報」 

「レベル４（河川氾濫・大雨・土砂災害）危険警報」 

のいずれかが発表されている。 

はい いいえ 

学校待機 通常通り 

午前１０時３０分時点で、下校時に 

「暴風特別警報」 

「レベル５（河川氾濫・大雨・土砂災害）特別警報」 

「レベル４（河川氾濫・大雨・土砂災害）危険警報」 

のいずれかが発表される恐れがある。 

はい いいえ 

三鷹市避難情報「警報レベル３」以上が発令 

在校時に発令 下校時に発令が予想される 

保護者引き取り 

直ちに教育活動を停止し、保護者引き取りの準備を行う。 

給食後に下校 

給食指導までは、可能な限り通常の教育活動を実施する。 

○ 学校はホームページと保護者連絡帳（アプ
リ）で対応について家庭に周知します。 

○ 保護者引き取りを実施します。保護者引き取
りが困難な児童・生徒は、学校待機とします。 

○ 避難所が開設される可能性があります。 

 
 

○ 給食指導までは、可能な限り通常の教育活
動を実施します。 

○ 学校はホームページと保護者連絡帳（アプ
リ）で対応について家庭に周知します。 

○ 下校は、教員による通学路の巡回などを実
施します。 

通常下校 


